
 

 

川崎市麻しん及び風しん任意予防接種実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づく定

期の麻しん及び風しんの予防接種（以下「定期予防接種」という。）の

対象外となる者への麻しん及び風しんの予防接種（以下「任意予防接種

」という。）について、市民が接種費用を負担することなく、接種でき

る機会を設けることで、集団発生など感染症のまん延防止を図ることを

目的とする。 

（実施期間） 

第２条 実施期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（実施場所） 

第３条 任意予防接種は、市内の個別協力医療機関（以下「協力医療機関

」という。）で行う。 

（対象者） 

第４条 任意予防接種の対象者は、定期の麻しん及び風しんの第１期予防

接種又は第２期予防接種のいずれかを受けていない者であって、次の各

号のいずれかに該当する者とする。ただし、特別の事情があることによ

り定期の予防接種を受けることができなかったと認められる者に対する

定期予防接種の取扱要領の対象者となる場合を除く。 

 （１）生後２４月に至った日の翌日から生後３６月に至るまでの間にあ

る者。 

 （２）６歳以上８歳未満の者であって小学校就学の始期の属する年度の

初日から当該年度の末日までの間にある者。 

 （費用） 

第５条 



 任意予防接種に係る費用は、全額公費負担とする。 

 （接種の申込） 

第６条 任意予防接種の対象者が接種を受けようとするときは、川崎市麻

しん及び風しん任意予防接種申込書（第１号様式）（以下「申込書」と

いう。）を市長に提出しなければならない。 

（予診票の交付） 

第７条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、対象者に予防接種

予診票を交付する。予防接種予診票は定期予防接種の予診票を用いるこ

ととし、余白に有効期限を記載する。 

（予診票の有効期間） 

第８条 前条の予診票の有効期間は、申込のあった日から第４条に規定す

る期間の終期までとする。 

（健康被害の救済措置） 

第９条 この要領に基づく予防接種により健康被害が発生した場合は、独

立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律第１９２号）に

基づく救済を行う。 

（その他） 

第１０条 この要領に規定していない事項については、川崎市予防接種実

施要領に準じて行う。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 （任意予防接種の対象者の特例） 

２ 第４条の任意予防接種の対象者については、令和８年７月１日から

令和９年３月３１日までの間、同条第１号中「生後３６月に至るまで



の間にある者。」とあるのは「１５歳となる日の属する年度の末日ま

での間にある者。」と、同条第２号中「当該年度の末日までの間にあ

る者。」とあるのは「１５歳となる日の属する年度の末日までの間に

ある者。」とする。この場合において、第８条の期間の終期は令和９

年３月３１日とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものにつ

いては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用す

ることができる。 

附 則 

  この要領は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。 

    附 則 

  この要領は、令和 ８年 ７月 １日から施行する。 

 



(第１号様式）

（宛先）川崎市長

  　　　年　　　月　　　日

※同居の親族以外の場合は、委任状が必要です。

次のとおり、予防接種予診票の発行を申込みます。

※申請者と異なる場合のみ記入

保護者同意書欄

　

保護者自署

【川崎市処理欄】

□ 母子健康手帳

受付印

   　　　年　　　月　　　日

確認欄

担当 係長 課長 システム処理日

　川崎市から配られた説明書を読み、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性、医薬品
医療機器総合機構法に基づく救済制度などについて理解した上で、麻しん及び風しんの予防接
種を希望します。

予防接種を受ける者
（被接種者）

フリガナ

氏 名

生年月日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

住 所

川崎市麻しん及び風しん任意予防接種申込書

申請者

フリガナ

氏 名

住　　所

電話番号

予防接種を受け
る者との続柄

以下は記載しないでください


